
急
事
態
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
必
要
な
備
え
を
し
て
お
く
こ
と
は
、

独
立
国
家
と
し
て
の
当
然
の
責
務
で
す
。

武
力
攻
撃
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
態

勢
整
備
は
、
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
と

い
う
国
家
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
事
態

Points
国民保護法とは�

1234
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
、国
民
の
生
命
・
身
体
及
び
財
産
の
保
護

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す�

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
、地
方
公
共
団
体
、指
定
公
共
機
関
等

の
責
務
や
役
割
分
担
を
明
確
に
し
、国
の
方
針
の
下
で
、国
全
体
と
し

て
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す�

住
民
の
避
難
に
関
す
る
措
置
、避
難
住
民
等
の
救
援
に
関
す
る
措
置
、

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処
に
関
す
る
措
置
等
に
つ
い
て
、そ
の
具
体
的

な
内
容
を
定
め
て
い
ま
す�

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、国
民
の
基

本
的
人
権
の
尊
重
に
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
ま
す�

2004.JULY 12［時の動き］

平
成
十
五
年
六
月
「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
」
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
の
法
律
は
、
我
が
国
が
武
力
攻
撃
等
を
受
け
た
と
き
の
対
処
に
関
す
る
基
本
理
念
、

国
・
地
方
公
共
団
体
の
責
務
な
ど
を
定
め
た
基
本
法
で
す
。

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
武
力
攻
撃
等
の
緊
急
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
制
度
の
基
礎
が
確
立
し
ま
し
た
。

今
回
成
立
し
た
「
国
民
保
護
法
」
は
、「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
」
の
基
本
的
枠
組
み
の
下
で
整
備
さ
れ
た

個
別
の
法
制
で
あ
り
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、

武
力
攻
撃
に
伴
う
被
害
を
最
小
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

国
や
地
方
公
共
団
体
等
の
役
割
分
担
や
そ
の
具
体
的
な
措
置
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
保
護
法
が
成
立
し
ま
し
た

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
国
民
の
生
命
・
身
体
・
財
産
を
守
る

有
事
法
制
と
は

武
力
攻
撃
事
態
等
に
対
処
す
る
た
め
の
態
勢
を
整
備

冷
戦
終
結
後
、
世
界
的
な
規
模
の
武

力
紛
争
が
発
生
す
る
可
能
性
は
低
く
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
民
族
や
宗
教
の
相

違
な
ど
に
基
づ
く
紛
争
な
ど
、
複
雑
で

多
様
な
地
域
紛
争
が
頻
発
し
て
い
ま
す
。

平
成
十
三
年
に
起
き
た
米
国
同
時
多
発

テ
ロ
や
日
本
近
海
に
お
け
る
武
装
不
審

船
の
出
現
な
ど
は
、
国
民
に
不
安
を
与

え
る
と
と
も
に
、
新
た
な
危
険
に
備
え

る
こ
と
の
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
ま
し

た
。
国
家
の
緊
急
事
態
に
隙す
き

間ま

な
く
対

処
で
き
る
態
勢
の
整
備
は
、
ま
す
ま
す

重
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

武
力
攻
撃
事
態
を
含
め
、
国
家
の
緊

有
事
法
制
の
必
要
性

九州南西沖に現れた武装不審船（平成13年12月）



2004.JULY13 ［時の動き］

政 策
フラッシュ

に
備
え
る
と
い
う
意
味
で
、
国
家
の
緊
急

事
態
へ
の
対
処
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
い

え
ま
す
。

平
成
十
五
年
六
月
に「
武
力
攻
撃
事

態
対
処
法
」「
安
全
保
障
会
議
設
置
法

の
一
部
改
正
法
」「
自
衛
隊
法
等
の
一

部
改
正
法
」の
有
事
関
連
三
法
が
、
与

野
党
の
幅
広
い
賛
成
の
下
で
成
立
し
ま

し
た
。
こ
の「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
」

の
成
立
に
よ
っ
て
、
有
事
へ
の
対
処
に
関

す
る
制
度
の
基
礎
が
確
立
し
た
こ
と
に

武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
が

成
立

な
り
ま
す
。

「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
」（
正
式
名

称
は「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我

が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国

民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」）は
、

有
事
法
制
の
基
本
的
枠
組
み
を
示
し
た

法
律
で
す
。
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
と

き
の
対
処
に
関
し
て
、
基
本
理
念
や
国
・

地
方
公
共
団
体
の
責
務
な
ど
の
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
、
武
力
攻
撃
事
態
等

へ
の
対
処
の
た
め
の
態
勢
を
整
備
す
る
と

と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
態
へ
の
対
処
に
つ
い

て
必
要
に
な
る
個
別
法
制
の
整
備
に
関

す
る
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
。

「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
」は
、
有
事

法
制
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
示
し
た
、

い
わ
ば
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
と
い
え
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
基
本
的
枠
組
み
に
沿
っ
て
、
武

力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関
し
て
必

要
と
な
る
法
制（
事
態
対
処
法
制
）を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
整
備
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
」で
は
、「
事

態
対
処
法
制
」と
し
て
、
次
の
よ
う
な
措

置
を
講
じ
る
た
め
の
法
制
を
整
備
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

事
態
対
処
法
制
の
整
備

①
国
民
の
生
命
等
の
保
護
、
国
民
生
活
等

へ
の
影
響
を
最
小
に
す
る
た
め
の
措
置

②
自
衛
隊
の
行
動
を
円
滑
か
つ
効
果
的

な
も
の
と
す
る
た
め
の
措
置
等

③
米
軍
の
行
動
を
円
滑
か
つ
効
果
的
な

も
の
と
す
る
た
め
の
措
置

こ
の
う
ち
、
①
に
当
た
る
も
の
が「
国

民
保
護
法
制
」で
あ
り
、
広
く
国
民
の
意

見
を
求
め
、
迅
速
か
つ
集
中
的
に
法
制

整
備
を
推
進
す
る
た
め
に
、
内
閣
に「
国

民
保
護
法
制
整
備
本
部
」（
本
部
長
は

内
閣
官
房
長
官
）を
置
く
こ
と
が
定
め

ら
れ
ま
し
た（
第
二
十
四
条
）。
ま
た
、

「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
」の
衆
議
院

審
議
に
お
け
る
附
帯
決
議
で
は
、「
国
民

の
保
護
の
た
め
の
法
制
の
整
備
は
、
武
力

攻
撃
事
態
対
処
法
の
施
行
の
日
か
ら
一

年
以
内
を
目
標
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
」

と
さ
れ
ま
し
た
。

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
は
、
地

方
公
共
団
体
や
指
定
公
共
機
関
等
は
、

住
民
の
避
難
・
救
援
な
ど
で
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
す
。
国
民
保
護
法
制
の
整

備
は
、
国
民
保
護
法
制
整
備
本
部
が
中

心
に
な
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
す

る
民
間
機
関
等
の
意
見
を
十
分
に
聴
き

な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
政
府
に
お
い
て
、
平
成

国
民
保
護
法
制
整
備
本
部
を

設
置

十
四
年
か
ら
、
国
民
保
護
法
制
の「
輪

郭
」「
概
要
」「
要
旨
」
を
順
次
公
表
し
、

節
目
節
目
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
や

関
係
す
る
民
間
機
関
等
に
説
明
し
、
意

見
を
聴
い
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
国
民
保

護
法
制
整
備
本
部
に
お
い
て
は
、
平
成

十
五
年
八
月
、「
要
旨
」の
取
り
ま
と
め

に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
閣
僚
と

都
道
府
県
知
事
が
意
見
交
換
会
を
行

う
と
と
も
に
、「
要
旨
」
公
表
後
の
十
二

月
に
も
、
都
道
府
県
知
事
と
の
意
見
交

換
会
を
は
じ
め
と
し
て
、
地
方
公
共
団

体
、
民
間
機
関
の
代
表
者
や
有
識
者
と

の
意
見
交
換
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
意
見
交
換
会
等
に
お
い
て

出
さ
れ
た
意
見
の
多
く
に
つ
い
て
は
、

国
民
保
護
法
の
制
定
に
向
け
て

地
方
公
共
団
体
な
ど
の
意
見
を
積
極
的
に
聴
く

武力攻撃事態等への対処に関する法制の全体像�

武力攻撃事態対処法�
Ⅰ 総則�
Ⅱ 武力攻撃事態等への対処のため

の手続等�
Ⅲ 武力攻撃事態等への対処に関す

る法制の整備�
1 事態対処法制の整備に関する基

本方針�
 ・国際人道法の的確な実施を確保�
2 事態対処法制の整備�

①国民の生命等の保護、国民生活等
への影響を最小にするための措置�

②自衛隊の行動を円滑かつ効果
的なものとするための措置等�

③米軍の行動を円滑かつ効果的
なものとするための措置�

3 事態対処法制の計画的整備�
4 国民保護法制整備本部�
Ⅳ その他の緊急事態のための措置※�

安全保障会議設置法改正�
●事態対処に係る安全保障会議の役
割を明確化・強化�

自衛隊法改正�
●展開予定地域における防御施設の
構築等自衛隊の行動及び権限に関
する規定を整備するとともに、関
係法律の適用除外等特例措置を定
め、自衛隊の行動を円滑化�

第156回国会で成立した法律�

武力攻撃事態等における国民の
保護のための措置に関する法律※�

自衛隊法の一部を改正する法律�

武力攻撃事態における捕虜等の
取扱いに関する法律�

国際人道法の重大な違反行為の
処罰に関する法律�

1949年8月12日のジュネーヴ諸条
約の国際的な武力紛争の犠牲者の保
護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）�

1949年8月12日のジュネーヴ諸条
約の非国際的な武力紛争の犠牲者の
保護に関する追加議定書（議定書Ⅱ）�

武力攻撃事態における外国軍用品
等の海上輸送の規制に関する法律�

武力攻撃事態等におけるアメリカ
合衆国の軍隊の行動に伴い我が
国が実施する措置に関する法律�

日本国の自衛隊とアメリカ合衆国
軍隊との間における後方支援、物
品又は役務の相互の提供に関す
る日本国政府とアメリカ合衆国政
府との間の協定を改正する協定�

今国会で成立した法律及び承認された条約�

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
特
定
公
共
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
法
律
※�

※大規模テロ等の事態（「緊急対処事態」）においても武力攻撃事態等に準ずる措置を実施する。�



2004.JULY 14［時の動き］

●
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法

法
律
の
正
式
名
称
は
、「
武
力
攻
撃
事

態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並

び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
」。
平
成
十
五
年
六
月
六
日
に
成

立
し
、
同
月
十
三
日
に
施
行
さ
れ
た
。
武

力
攻
撃
事
態
等
（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
武

力
攻
撃
予
測
事
態
）へ
の
対
処
に
つ
い
て
、

基
本
理
念
、
国
・
地
方
公
共
団
体
等
の
責

務
、
国
民
の
協
力
そ
の
他
の
基
本
と
な
る

事
項
、
武
力
攻
撃
事
態
へ
の
対
処
に
関
し

て
必
要
と
な
る
法
制
の
整
備
に
関
す
る
事

項
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
国
民
保
護
法
の

衆
議
院
の
審
議
に
お
け
る
修
正
に
よ
り
緊

急
対
処
事
態
に
関
し
て
、
①
対
処
方
針
・

対
策
本
部
の
設
置
等
に
係
る
規
定
、
②
緊

急
対
処
事
態
の
認
定
に
つ
い
て
の
国
会
の

事
後
承
認
に
係
る
規
定
、
③
国
会
が
緊
急

対
処
事
態
へ
の
対
処
措
置
を
終
了
す
べ
き

こ
と
を
議
決
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措

置
の
終
了
に
係
る
規
定
な
ど
が
設
け
ら
れ

た
。

●
国
民
保
護
法
制
整
備
本
部

武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
第
二
十
四
条
に

基
づ
い
て
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
。
内
閣
官

房
長
官
を
整
備
本
部
長
と
し
、
内
閣
総
理

大
臣
を
除
く
整
備
本
部
長
以
外
の
す
べ
て

の
国
務
大
臣
が
整
備
本
部
員
と
な
っ
て
い

る
。
①
国
民
の
保
護
の
た
め
の
法
制
の
整

備
に
関
す
る
総
合
調
整
、
②
必
要
な
法
律

案
の
立
案
、
③
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の

関
係
団
体
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

な
ど
を
行
う
。
平
成
十
五
年
六
月
二
十
七

日
に
第
一
回
会
議
が
開
催
さ
れ
、
法
案
の

閣
議
決
定
ま
で
に
計
四
回
開
催
さ
れ
た
。

実
際
に
法
案
に
反
映
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

す
。
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

・
国
の
基
本
指
針
に
お
い
て
、
想
定
さ
れ

る
武
力
攻
撃
の
類
型
等
に
つ
い
て
示
す

こ
と
と
し
た
こ
と

・
都
道
府
県
知
事
が
、
緊
急
通
報
や
退

避
の
指
示
、
警
戒
区
域
の
設
定
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
都
道
府
県
知
事

の
権
限
を
強
化
し
た
こ
と

・
原
子
力
発
電
所
等
の
生
活
関
連
等
施

設
の
周
辺
対
策
や
放
射
能
汚
染
等
に

関
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
指
定
行

政
機
関
等
が
行
う
措
置
を
新
た
に
盛

り
込
ん
だ
こ
と

・
大
規
模
テ
ロ
等
の
緊
急
対
処
事
態
に

つ
い
て
も
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
準
じ

た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
た
こ
と

・
自
衛
隊
の
国
民
保
護
等
派
遣
に
関
し
、

一
定
の
場
合
に
市
町
村
長
が
防
衛
庁

長
官
に
直
接
連
絡
を
行
え
る
よ
う
に

し
た
こ
と

・
指
定
公
共
機
関
の
国
民
の
保
護
に
関

す
る
業
務
計
画
に
つ
い
て
、「
要
旨
」で

は
、
内
閣
総
理
大
臣
へ
の「
協
議
」と
さ

れ
て
い
た
も
の
を「
報
告
」に
改
め
、
内

閣
総
理
大
臣
が
必
要
な「
助
言
」を
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
こ
と

こ
の
よ
う
な
中
で
、
地
方
公
共
団
体

に
お
い
て
は
、
国
民
保
護
法
制
に
対
す
る

関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
、

国
民
保
護
法
制
に
関
す
る
各
種
の
フ
ォ

ー
ラ
ム
や
意
見
交
換
会
が
開
催
さ
れ
て

き
て
い
ま
す
。

平
成
十
六
年
六
月
十
四
日
に
、「
国

民
保
護
法
」（
正
式
名
称
は「
武
力
攻
撃

事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め

の
措
置
に
関
す
る
法
律
」）が
可
決
・
成

立
し
ま
し
た
。公
布
の
日（
六
月
十
八
日
）

か
ら
起
算
し
て
三
か
月
以
内
の
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

以
下
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す（
全

文
に
つ
い
て
は
、
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、
18
ペ
ー
ジ

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
）。

〔
総
則
〕

●
国
・
地
方
公
共
団
体
の
責
務

国
は
、
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
に
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
備
え
て
、

あ
ら
か
じ
め
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措

置
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

（
国
民
の
保
護
に
関
す
る
基
本
指
針
）

を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
民
の
保
護
の

た
め
の
措
置
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、

地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
国
の
方
針
に

基
づ
い
て
、
そ
の
区
域
に
お
け
る
国
民

の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
総
合
的
に
推

進
し
ま
す
。

国
、
地
方
公
共
団
体
並
び
に
指
定
公

共
機
関
及
び
指
定
地
方
公
共
機
関
は
、

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
実
施
す

る
に
当
た
っ
て
は
、相
互
に
連
携
協
力
し
、

的
確
・
迅
速
な
実
施
に
万
全
を
期
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
国
民
の
協
力

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
国
民
の
保

護
の
た
め
の
措
置
の
実
施
に
関
し
協
力

を
要
請
さ
れ
た
場
合
、
国
民
は
必
要
な

国民保護法に関する検討及び説明会の経緯�
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衆議院事態対処特別委員会の理事懇談会
において、「国民の保護のための法制につ
いて（輪郭）」を提出�
�

衆議院事態対処特別委員会において、地方
公共団体等の意見を踏まえて取りまとめた「国
民の保護のための法制について（概要）」
を再度提出�
国民保護法制整備本部第１回会議�
今後の方針を検討�
都道府県知事との意見交換会�
内閣官房長官、総務大臣、国土交通大臣、防
衛庁長官ほか出席�
国民保護法制整備本部第2回会議�
法制の「要旨」を決定�
全国市長会�
法制の「要旨」について説明�
都道府県知事との意見交換会�
内閣官房長官、有事法制担当大臣、総務大臣、
防衛庁長官ほか出席�
関係機関・団体及び有識者との意見交換会�
有事法制担当大臣が経営者団体、労働団体、
事業者団体、ジャーナリスト、大学教授等と
意見交換�
国民保護法制整備本部第3回会議�
法案作成に当たっての考え方を決定�
�

都道府県国民保護法制担当部長会議�
法制の「要旨」公表以降の検討事項（その
他法制を含む）について説明�
民間機関等への説明会�
関係する民間機関等に法制の「要旨」公表
以降の検討事項（その他法制を含む）につ
いて説明�
国民保護法制整備本部第4回会議�
法案「要綱（案）」を決定。その他法制の概
要を説明 

国
民
保
護
法
の
概
要

国
民
の
避
難
・
救
援
・
被
害
を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
措
置



協
力
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
し

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
①
住
民
の
避

難
や
被
災
者
の
救
援
の
援
助
、
②
消
火

活
動
、
負
傷
者
の
搬
送
又
は
被
災
者
の

救
助
の
援
助
、
③
保
健
衛
生
の
確
保
に

関
す
る
措
置
の
援
助
、
④
避
難
に
関
す

る
訓
練
へ
の
参
加
で
す
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
へ
の
協
力
は
国
民
の
自
発
的
な
意
思

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
義
務

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
配
慮
事
項

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
実
施

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
な
ど
に

配
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

・
国
民
に
対
す
る
正
確
な
情
報
の
適

時
・
適
切
な
方
法
に
よ
る
提
供

・
基
本
的
人
権
の
尊
重

・
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
の
実
施

に
伴
う
損
失
補
償
、
不
服
申
立
て
及

び
訴
訟
の
迅
速
な
処
理

・
日
本
赤
十
字
社
の
自
主
性
の
尊
重
、

放
送
事
業
者
の
言
論
の
自
由
へ
の
配
慮

●
国
・
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
行
う

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

国
は
、
警
報
の
発
令
、
避
難
措
置
の
指

示
、救
援
の
指
示
、大
規
模
又
は
特
殊
な

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処
な
ど
を
行
い

ま
す
。一
方
、都
道
府
県
は
、
避
難
の
指

示
、避
難
住
民
等
の
救
援
、武
力
攻
撃
災

害
の
防
除
又
は
拡
大
の
防
止
な
ど
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
市
町
村
は
、
警
報
の
伝

達
、避
難
の
誘
導
、武
力
攻
撃
災
害
に
係

る
応
急
措
置
、
消
防
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
の
実
施

体
制

内
閣
に
設
置
さ
れ
る
武
力
攻
撃
事
態

2004.JULY15 ［時の動き］

政 策
フラッシュ

等
対
策
本
部
で
は
、
国
民
の
保
護
の
た

め
の
措
置
を
総
合
的
に
推
進
し
ま
す
。

ま
た
、
対
策
本
部
の
事
務
の
一
部
を
行

う
組
織
と
し
て
、
武
力
攻
撃
事
態
等
現

地
対
策
本
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

閣
議
決
定
で
指
定
を
受
け
た
地
方
公

共
団
体
は
、
都
道
府
県
対
策
本
部
又
は

市
町
村
対
策
本
部
を
設
置
し
ま
す
。
都

道
府
県
対
策
本
部
長
又
は
市
町
村
対

策
本
部
長
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
長

は
、
国
に
対
し
、
対
処
措
置
の
実
施
の
要

請
及
び
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
を
要
請

で
き
る
ほ
か
、
武
力
攻
撃
事
態
等
対
策

本
部
長（
内
閣
総
理
大
臣
。
以
下「
対
策

本
部
長
」と
い
う
）又
は
都
道
府
県
対
策

本
部
長
に
対
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

都
道
府
県
知
事
は
、
防
衛
庁
長
官
に

対
し
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
の
派
遣
を
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
市

町
村
長
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、

自
衛
隊
の
部
隊
等
の
派
遣
要
請
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
そ
の
求
め
が
で

き
な
い
と
き
は
、
国
民
の
保
護
の
た
め

の
措
置
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
を
防
衛
庁
長
官
に
連
絡
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
防
衛

庁
長
官
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を

対
策
本
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

●
国
民
の
保
護
に
関
す
る「
基
本
指
針
」

「
計
画
」「
業
務
計
画
」の
作
成

国
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
備
え
、

あ
ら
か
じ
め
国
民
の
保
護
に
関
す
る
基

本
指
針
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
基
本
指
針
等
に
基
づ
い
て
、
指
定

行
政
機
関
の
長
、
地
方
公
共
団
体
の
長
、

指
定
公
共
機
関
及
び
指
定
地
方
公
共

機
関
は
、
国
民
の
保
護
に
関
す
る
計
画

又
は
業
務
計
画
を
作
成
し
ま
す
。
都
道

府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
国
民
の

保
護
に
関
す
る
計
画
を
作
成
・
変
更
す

る
と
き
は
、
関
係
機
関
の
代
表
者
等
か

ら
な
る
協
議
会（
都
道
府
県
国
民
保
護

協
議
会
、
市
町
村
国
民
保
護
協
議
会
）

に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
訓
練
の
実
施

指
定
行
政
機
関
の
長
な
ど
は
、
個
別

に
又
は
共
同
し
て
訓
練
を
行
う
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合

に
は
、
防
災
訓
練
と
の
有
機
的
な
連
携

が
図
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の

長
は
、
住
民
の
避
難
に
関
す
る
訓
練
を

行
う
に
当
た
り
、
住
民
に
対
し
訓
練
へ
の

参
加
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

〔
避
難
・
救
援
等
〕

武
力
攻
撃
事
態
等
に
際
し
て
、
具
体

的
に
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
個
別
の

措
置
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
、「
住

民
の
避
難
に
関
す
る
措
置
」「
避
難
住
民

等
の
救
援
に
関
す
る
措
置
」「
武
力
攻
撃

災
害
へ
の
対
処
に
関
す
る
措
置
」「
国
民

生
活
の
安
定
に
関
す
る
措
置
」
等
が
あ

り
ま
す
。

以
下
、
そ
の
基
本
的
な
仕
組
み
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。

〈
避
難
に
関
す
る
措
置
〉

武
力
攻
撃
事
態
等
が
迫
っ
た
場
合
は
、

ま
ず
国
が
情
報
を
収
集
・
分
析
し
て
、
対

策
本
部
長
が
国
民
に
警
報
を
発
令
し
、

●
国
民
の
保
護
に
関
す
る
基
本
指
針

武
力
攻
撃
事
態
等
に
備
え
て
、
国
民

の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本

的
な
方
針
や
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、

指
定
公
共
機
関
等
が
計
画
又
は
業
務
計

画
を
定
め
る
際
の
基
準
と
な
る
べ
き
事

項
な
ど
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
。
内
閣

総
理
大
臣
が
案
を
作
成
し
、
閣
議
決
定

後
、
国
会
に
報
告
す
る
。
地
方
公
共
団

体
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
意
見
を

聴
き
な
が
ら
、
国
民
保
護
法
の
施
行
後
、

で
き
る
限
り
早
期
に
策
定
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

●
指
定
公
共
機
関

公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業
を
営
む

法
人
の
中
か
ら
政
令
で
指
定
さ
れ
る
。
武

力
攻
撃
事
態
対
処
法
第
二
条
第
六
号
で

は
、「
独
立
行
政
法
人
、
日
本
銀
行
、
日

本
赤
十
字
社
、
日
本
放
送
協
会
そ
の
他
の

公
共
的
機
関
及
び
電
気
、
ガ
ス
、
輸
送
、

通
信
そ
の
他
の
公
益
的
事
業
を
営
む
法
人

で
、
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ

て
い
る
。

●
指
定
地
方
公
共
機
関

都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
、
電
気
、

ガ
ス
、
輸
送
、
通
信
、
医
療
そ
の
他
の
公

益
的
事
業
を
営
む
法
人
、
地
方
道
路
公
社

そ
の
他
の
公
共
的
施
設
を
管
理
す
る
法
人

及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
で
、
あ
ら
か
じ

め
当
該
法
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
都
道
府

県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
。

●
武
力
攻
撃
事
態
等
対
策
本
部

内
閣
総
理
大
臣
が
、
武
力
攻
撃
事
態
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
係

る
対
処
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
、
閣
議

に
か
け
て
臨
時
に
内
閣
に
設
置
す
る
も

の
。
対
策
本
部
長
は
内
閣
総
理
大
臣
、
対

策
本
部
員
は
対
策
本
部
長
及
び
対
策
副
本

部
長
以
外
の
す
べ
て
の
国
務
大
臣
。

平成15年10月30日・31日の2日間、鳥取県で
「第1回国民保護フォーラム」が開催された。
写真は、県・町の幹部や自衛隊が参加して行
われた国民保護対策本部の展示訓練の様子



住
民
の
避
難
が
必
要
な
と
き
は
、
都
道

府
県
知
事
に
避
難
措
置
を
指
示
し
ま

す
。
住
民
の
避
難
に
関
す
る
措
置
の
流

れ
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
対
策
本
部
長
が
警
報
を
発
令

②
対
策
本
部
長
が
避
難
元
及
び
避
難

先
の
関
係
都
道
府
県
知
事
に
避
難

措
置
を
指
示

③
都
道
府
県
知
事
が
市
町
村
長
を
通

じ
て
住
民
に
避
難
を
指
示
（
避
難

先
、
避
難
経
路
等
の
避
難
の
方
法

を
明
示
）

④
避
難
実
施
要
領
に
基
づ
い
て
、
市
町

村
長
が
市
町
村
の
職
員（
消
防
を
含

む
）を
指
揮
し
て
、
避
難
住
民
を
誘

導
。
ま
た
、
警
察
、
自
衛
隊
等
に
、
避

難
住
民
の
誘
導
を
要
請

※
内
閣
総
理
大
臣
は
、
避
難
の
指
示
、

都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
る
避
難
住

民
の
受
入
れ
又
は
避
難
住
民
の
誘
導

が
適
切
に
行
わ
れ
な
い
場
合
は
、
是

正
措
置
を
講
じ
ま
す
。

〈
救
援
に
関
す
る
措
置
〉

住
民
が
避
難
し
た
後
の
避
難
先
に
お

け
る
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
活
動
も

重
要
で
す
。
救
援
は
、
こ
の
よ
う
な
避
難

住
民
等
に
対
す
る
収
容
施
設
の
供
与
、

食
品
、
生
活
必
需
品
の
給
与
等
を
行
う

も
の
で
あ
り
、
都
道
府
県
や
市
町
村
に

よ
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

①
対
策
本
部
長
が
都
道
府
県
知
事
に

救
援
を
指
示

②
救
援
の
指
示
を
受
け
た
都
道
府
県

知
事
は
、
避
難
住
民
及
び
被
災
者
の

救
援（
収
容
施
設
の
供
与
、
食
品
の

給
与
、
生
活
必
需
品
の
給
与
、
医
療

の
提
供
等
）を
実
施

※
内
閣
総
理
大
臣
は
、
救
援
が
適
切
に

行
わ
れ
な
い
場
合
は
、
是
正
措
置
を

講
じ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
市
町
村
長
及
び
都
道
府

県
知
事
は
、
安
否
情
報
の
収
集
・
整
理
に

努
め
、
総
務
大
臣
及
び
地
方
公
共
団
体

の
長
は
、
安
否
の
照
会
に
応
じ
情
報
を

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

〈
武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処
に
関
す
る

措
置
〉

住
民
の
避
難
・
救
援
と
と
も
に
欠
か

せ
な
い
の
が
、
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
る
被

害
の
最
小
化
で
す
。
消
火
や
被
災
者
の

救
助
な
ど
の
活
動
、
ダ
ム
や
発
電
所
な
ど

の
施
設
の
安
全
確
保
、
危
険
物
質
な
ど

に
よ
る
被
害
の
防
止
、
住
民
が
危
険
な

場
所
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
警

戒
区
域
の
設
定
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

2004.JULY 16［時の動き］

●
国
民
の
保
護
に
関
す
る
計
画

政
府
が
定
め
る
国
民
の
保
護
に
関
す
る

基
本
指
針
に
基
づ
い
て
、指
定
行
政
機
関
、

地
方
公
共
団
体
が
作
成
す
る
計
画
。
国
民

の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
行
う
実
施
体

制
、住
民
の
避
難
や
救
援
に
関
す
る
計
画
、

平
素
に
お
い
て
備
え
て
お
く
べ
き
物
資
や

訓
練
等
に
関
す
る
事
項
な
ど
が
盛
り
込
ま

れ
る
。
計
画
の
作
成
に
当
た
り
、
地
方
公

共
団
体
に
あ
っ
て
は
、
関
係
機
関
の
代
表

者
等
で
構
成
さ
れ
る
国
民
保
護
協
議
会
に

諮
問
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
と

指
定
行
政
機
関
の
長
は
内
閣
総
理
大
臣

に
、
市
町
村
長
は
都
道
府
県
知
事
に
そ
れ

ぞ
れ
協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

●
国
民
の
保
護
に
関
す
る
業
務
計
画

基
本
指
針
、
都
道
府
県
の
計
画
に
基
づ

い
て
、
指
定
公
共
機
関
、
指
定
地
方
公
共

機
関
が
作
成
す
る
計
画
。
当
該
機
関
が
実

施
す
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
の
内

容
・
実
施
方
法
、
国
民
の
保
護
の
た
め
の

措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る

事
項
、
関
係
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
事

項
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
る
。
業
務
計
画
を

作
成
し
た
と
き
は
、
指
定
公
共
機
関
は
内

閣
総
理
大
臣
に
、
指
定
地
方
公
共
機
関
は

都
道
府
県
知
事
に
そ
れ
ぞ
れ
報
告
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

国民の保護に関する「基本指針」及び「計画」等�

国民の保護に関する「計画」�
　　・指定行政機関の長が策定�
　　・内閣総理大臣に協議�

指定行政機関�

国民の保護に関する「計画」�
　　　・市町村長が策定�
　　　・都道府県知事に協議�

市町村�

国民の保護に関する「計画」�
・都道府県知事が策定�
・総務大臣を経由して内閣総理
大臣に協議�

都道府県�

国民の保護に関する「基本指針」�
・政府があらかじめ策定�
　（安全保障会議に諮問の後、閣議決定）�
・国会に報告�

・想定される武力攻撃の類型�
・警報の発令、避難の指示、被災者
等の救援、武力攻撃災害への対処
等の総合的な推進に関する事項�

・国民の保護に関する計画又は業務
計画の作成の基準となるべき事項�

地方公共団体や関係する
民間機関等の意見を聴取�

関係機関の代表者等からなる�
都道府県国民保護協議会に諮問�

関係機関の代表
者等からなる市
町村国民保護協
議会に諮問�

国�

国民の保護に関する「業務計画」�
　・都道府県知事に報告�
　　（都道府県知事は必要な助言）�

指定地方公共機関�

国民の保護に関する「業務計画」�
・指定行政機関の長を経由して
内閣総理大臣に報告（内閣総
理大臣は必要な助言）�

指定公共機関�
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政 策
フラッシュ

国
は
、
武
力
攻
撃
災
害
を
防
除
・
軽

減
す
る
た
め
、
自
ら
必
要
な
措
置
を

講
じ
、
地
方
公
共
団
体
と
協
力
し
て
、

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処
に
関
す
る
措

置
を
的
確
・
迅
速
に
実
施
し
ま
す
。
地

方
公
共
団
体
も
、
必
要
な
武
力
攻
撃

災
害
へ
の
対
処
に
関
す
る
措
置
を
実
施

し
ま
す
。

都
道
府
県
公
安
委
員
会
等
は
、
国
民

生
活
に
関
連
を
有
す
る
生
活
関
連
等
施

設
の
周
辺
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、

立
入
制
限
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
関

係
大
臣
を
指
揮
し
、
危
険
の
防
除
、
周

辺
住
民
の
避
難
そ
の
他
生
活
関
連
等
施

設
の
安
全
の
確
保
に
関
し
必
要
な
措
置

を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

原
子
力
発
電
所
な
ど
が
武
力
攻
撃

を
受
け
た
場
合
は
、
放
射
性
物
質
等
の

拡
散
を
は
じ
め
多
大
な
被
害
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
原
子
力
事
業
者
等
に

対
し
て
、
指
定
行
政
機
関
の
長
は
、
施
設

の
使
用
の
停
止
等
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
内
閣
総
理
大

臣
は
、
放
射
性
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の

拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
関
係
大
臣
を

指
揮
し
、
汚
染
原
因
物
質
の
撤
去
、
汚

染
の
除
去
の
ほ
か
、
被
災
者
の
救
難
及
び

救
助
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
さ
せ

ま
す
。

市
町
村
長
や
都
道
府
県
知
事
等
は
、

武
力
攻
撃
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
等
は
、
応
急
措

置
と
し
て
、
退
避
の
指
示
、
警
戒
区
域
の

設
定
等
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
消
防

庁
長
官
は
、
都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、

武
力
攻
撃
災
害
の
防
御
な
ど
に
関
し
て

指
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
感
染
症
法
、
検
疫
法
、
予

防
接
種
法
、
墓
地
埋
葬
法
及
び
廃
棄
物

処
理
法
の
特
例
措
置
な
ど
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

〈
国
民
生
活
の
安
定
に
関
す
る
措
置
、

復
旧
・
備
蓄
そ
の
他
の
措
置
〉

国
民
生
活
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
措

置
と
し
て
、
国
は
、
生
活
関
連
物
資
等

の
価
格
の
安
定
等
に
努
め
る
と
と
も

に
、
金
銭
債
務
の
支
払
延
期
等
を
適
切

に
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
生
活
基
盤
を

確
保
す
る
た
め
に
、
電
気
・
ガ
ス
・
水
の

安
定
的
な
供
給
、
運
送
・
通
信
・
郵
便

等
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
実

施
し
ま
す
。

ま
た
、
指
定
行
政
機
関
の
長
等
に
よ

り
、
避
難
・
救
援
等
に
必
要
な
物
資
及

び
資
材
の
備
蓄
が
行
わ
れ
ま
す
。
都
道

府
県
知
事
は
、
避
難
・
救
援
の
た
め
に
、

あ
ら
か
じ
め
避
難
施
設
を
指
定
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〔
財
政
上
の
措
置
等
〕

以
上
の
住
民
の
避
難
を
は
じ
め
と
す

る
個
別
の
措
置
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る

た
め
に
、「
財
政
上
の
措
置
」や「
罰
則
」

に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
て
い
ま
す
。

〈
財
政
上
の
措
置
〉

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法

律
の
規
定
に
よ
る
収
用
そ
の
他
の
処
分

を
受
け
た
者
に
対
し
、
損
失
を
補
償
す

る
と
と
も
に
、
要
請
を
受
け
て
協
力
し

た
者
が
、
死
亡
・
負
傷
等
し
た
と
き
は
、

損
害
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
国
は
、
総
合
調
整
又
は
内
閣
総

武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み�

避
難
・
救
援

�

武
力
攻
撃
に
伴
う
被
害
の
最
小
化�

放射性物質等（NBC）による汚染への対処�
原子炉等による被害の防止�
危険物質等に関する危険の防止�
感染症等への対処�
生活関連物資等の価格の安定等�

情報の提供�
避難措置の指示�
救援の指示、支援�

警報の発令�

応急措置（退避の指示等）�
警戒区域の設定�
生活関連等施設の安全確保�
交通の規制�
保健衛生の確保�

緊急通報の発令�
消防に係る武力攻撃
災害の防御の指示�

住民に対する避難の指示�
救援（収容施設の供与、炊き出し、医療等）�

応急措置（退避の指示等）�
警戒区域の設定�
消防�
廃棄物の処理�

避難住民の誘導�

国�

都 道 府 県 �

市 町 村 �

電気事業者・ガス事業者による�
安定的な供給　等�

放送事業者による警報等の放送�
日本赤十字社による救援への協力�
運送事業者による避難住民及び緊急物資の運送　等�

指定公共機関・指定地方公共機関�

国 　 民 �

避難住民の誘導・救援�
避難に関する訓練への参加�

武力攻撃�
災害への�
対処�

国民生活の�
安定�

消火、負傷者の搬送、被災者の救助等�
保健衛生の確保�

協 力 �
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理
大
臣
の
指
示
に
従
っ
た
結
果
、
損
失
を

受
け
た
地
方
公
共
団
体
等
の
損
失
を
補

て
ん
し
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
が
行
う
国
民
の
保
護

の
た
め
の
措
置
に
要
す
る
費
用
は
、
職
員

の
人
件
費
や
行
政
事
務
の
執
行
に
要
す

る
費
用
な
ど
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
国

が
負
担
し
ま
す
。
国
と
地
方
公
共
団
体

が
共
同
し
て
行
う
訓
練
に
係
る
費
用

も
、
原
則
と
し
て
国
が
負
担
し
ま
す
。

〈
罰
則
〉

原
子
炉
等
に
よ
る
危
険
防
止
の
た
め

の
措
置
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
者
、
物
資

の
保
管
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
者
、
交
通

規
制
、
立
入
制
限
に
従
わ
な
か
っ
た
者
な

ど
に
は
、
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

〈
緊
急
対
処
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の

措
置
〉

「
緊
急
対
処
事
態
」と
は
、「
武
力
攻
撃

の
手
段
に
準
ず
る
手
段
を
用
い
て
多
数

の
人
を
殺
傷
す
る
行
為
が
発
生
し
た
事

態
又
は
そ
の
よ
う
な
行
為
が
発
生
す
る

明
白
な
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
に
至
っ
た
事
態
で
、
国
家
と
し
て

緊
急
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
な
事

態
」の
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、
原
子

力
発
電
施
設
の
破
壊
、
炭た
ん

疽そ

菌
な
ど
を

用
い
た
テ
ロ
、
航
空
機
に
よ
る
自
爆
テ
ロ

な
ど
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

「
緊
急
対
処
事
態
」に
関
す
る
規
定
に

つ
い
て
は
、
政
府
原
案
に
お
い
て
は
、
武
力

攻
撃
事
態
等
と
同
様
の
国
民
の
保
護
の

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
当
該
事
態
認
定
等
に
つ
い
て「
国
民

保
護
法
案
」の
中
に
位
置
づ
け
て
い
ま
し

た
が
、
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
に
よ
り
、

攻
撃
の
鎮
圧
等
の
事
態
を
終
結
さ
せ
る

た
め
の
措
置
を
含
め
た「
緊
急
対
処
事

態
の
対
処
方
針
」に
つ
い
て
、「
武
力
攻
撃

事
態
対
処
法
」の
中
に
、
武
力
攻
撃
事

態
等
の
場
合
と
並
び
新
た
に
位
置
づ
け

る
と
と
も
に
、
当
該
対
処
方
針
に
つ
い
て
、

国
会
の
事
後
承
認
と
す
る
旨
の
修
正
が

加
え
ら
れ
ま
し
た
。

避
難
、
救
援
、
武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対

処
、
財
政
上
の
措
置
等
に
関
す
る
規
定

は
、
原
則
と
し
て
緊
急
対
処
事
態
及
び

緊
急
対
処
保
護
措
置
に
準
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

＊

＊

＊

「
国
民
保
護
法
」と
と
も
に
、
次
の
法

律
が
国
会
で
可
決
・
成
立
し
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
法
律
は
、「
国
民
保
護
法
」と
同

様
、「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
」の
基
本

的
枠
組
み
に
基
づ
い
た
個
別
法
で
す
。
ま

た
、
関
係
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
も
、

国
会
の
承
認
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

〔
法
律
〕

●
自
衛
隊
や
米
軍
の
行
動
の
円
滑
化

・
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国

が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律

・
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用

品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る

法
律

・
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

●
交
通
及
び
通
信
の
総
合
的
な
調
整
等

・
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
特
定
公

共
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
法
律

●
捕
虜
の
取
扱
い

・
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の

取
扱
い
に
関
す
る
法
律

●
武
力
紛
争
時
に
お
け
る
非
人
道
的

行
為
の
処
罰

・
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
行
為
の

処
罰
に
関
す
る
法
律

〔
条
約
〕

・
一
九
四
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ

ー
ヴ
諸
条
約
の
国
際
的
な
武
力
紛
争

の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
追
加
議

定
書（
議
定
書
Ⅰ
）

・
一
九
四
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ

ー
ヴ
諸
条
約
の
非
国
際
的
な
武
力
紛

争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
追
加

議
定
書（
議
定
書
Ⅱ
）

・
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物

品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す

る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政

府
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
協
定

「
国
民
保
護
法
」は
、
公
布
の
日
か
ら

起
算
し
て
三
か
月
以
内
の
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
所
要

の
政
令
制
定
作
業
を
行
う
と
と
も
に
、

指
定
公
共
機
関
の
指
定
に
つ
い
て
も
、
関

係
機
関
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
、「
国
民

保
護
法
」の
施
行
に
併
せ
て
行
う
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

政
令
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
法
第
百

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る「
生
活
関
連

等
施
設
」の
対
象
に
つ
い
て
、
発
電
所
、
浄

水
施
設
等
を
定
め
る
こ
と
、
法
第
百
四

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る「
避
難
施

設
の
基
準
」と
し
て
、
避
難
、
救
援
の
た

め
に
必
要
な
規
模
等
を
定
め
る
こ
と
、

法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る「
住
民
避
難
等
に
要
す
る
費
用
の
う

ち
国
が
負
担
す
る
も
の
」に
つ
い
て
、
具
体

的
な
経
費
の
範
囲
等
を
定
め
る
こ
と
、

法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

「
物
資
を
収
用
す
る
場
合
等
の
公
用
令

書
を
交
付
す
る
と
き
の
手
続
」等
に
つ
い

て
定
め
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
今
後
、
国
に
お
い
て
は
、
国
民

の
保
護
に
関
す
る
基
本
指
針
を
定
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
当
該
指
針
に
お
い

て
は
、

・
指
定
行
政
機
関
、
都
道
府
県
及
び
指

定
公
共
機
関
が
国
民
の
保
護
に
関
す

る
計
画
及
び
業
務
計
画
を
作
成
す
る

際
の
基
準
と
な
る
事
項

・
計
画
の
作
成
や
措
置
の
実
施
に
当
た

っ
て
考
慮
す
べ
き
武
力
攻
撃
の
類
型

や
こ
の
類
型
に
応
じ
た
警
報
の
発
令
、

避
難
の
指
示
、
被
災
者
等
の
救
援
、

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処
等
の
国
が

実
施
す
る
措
置
の
内
容

・
地
方
公
共
団
体
相
互
の
広
域
的
な

連
携
協
力
そ
の
他
の
関
係
機
関
相
互

首相官邸ホームページ

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
hogohousei/houan/index.html

関連サイト紹介

「国民保護法」をはじめ、今回成立した有事関連七法の
概要と法律の条文が掲載されている。また、「国民の
保護のための法制Q&A」では、「国民保護法」について
の質問に分かりやすく答えている。

今
後
の
取
組

国
民
の
保
護
に
関
す
る
計
画
の
策
定
に
向
け
て
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の
連
携
協
力
の
確
保
に
関
す
る
事
項

等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
後
、
速
や
か
に
作
業
に
着
手
し
、

関
係
各
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間

関
係
機
関
等
各
方
面
の
意
見
を
聴
き
な

が
ら
、
お
お
む
ね
一
年
を
目
途
に
、
で
き

る
限
り
速
や
か
に
策
定
し
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
基
本
指
針
に
基
づ
き
、
都
道

府
県
や
市
町
村
に
お
い
て
は
、
国
民
の
保

護
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
が
、
総
務
省
消
防
庁
で
は
、
地

方
公
共
団
体
の
計
画
作
成
に
資
す
る
よ

う
、「
国
民
保
護
モ
デ
ル
計
画
」を
作
成
し
、

地
方
公
共
団
体
の
計
画
作
成
が
効
果
的

に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
支
援
し
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

＊

＊

＊

今
回
成
立
し
た
有
事
関
連
七
法
に
よ

っ
て
、
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関

す
る
措
置
を
具
体
的
に
規
定
す
る
法
律

が
一
通
り
整
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
武

力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊

が
敵
の
侵
害
を
排
除
す
る
一
方
、
地
方

公
共
団
体
等
が
住
民
を
安
全
な
場
所
に

避
難
さ
せ
る
こ
と
で
、
被
害
を
最
小
限

に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。「
国
民

保
護
法
」
を
は
じ
め
と
す
る
有
事
法
制

は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
際
し
て
、
国

民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
守
る
た

め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
す
。

（
資
料
提
供
・
内
閣
官
房
）

●
問
い
合
わ
せ
先

内
閣
官
房
副
長
官
補

（
安
全
保
障
・
危
機
管
理
担
当
）付
　

電
話
０
３-
５
２
５
３-

２
１
１
１（
代
）

昨年の「武力攻撃事態対処法」などの有事関連三法に引き続

いて、今回、「国民保護法」をはじめとする有事関連七法が国

会で可決・成立しました。先の有事関連三法では盛り込みきれな

かった重大テロへの対処について盛り込んだ点で、この「国民保

護法」が生まれた意味は極めて大きいのです。

「国民保護法」の運用主体は、国よりむしろ市町村、住民、そし

て住民に最も身近な存在である消防などです。地方自治を確立す

るためには、税源移譲なども大切ですが、住民主体の意識を定着

させることが欠かせません。国から地方公共団体・住民へと主体

意識の変革をもたらす意味で、「国民保護法」は画期的な法律です。

「国民保護法」は、これまでの行政の在り方を根本的に変える波及

効果を持った法律でもあります。

法律の制定に当たり、国の姿勢が変わってきているのを感じま

す。中でも総務省消防庁は、役所の権益を拡大するためではなく、

主権者である国民のために、自分たちの仕事を積極的に広げてい

ます。昨年から、鳥取県、福井県、岐阜県などで「国民保護フォー

ラム」が開催されています。私自身、講師として参加しましたが、フ

ォーラムの開催に当たっては、総務省消防庁等が開催地・テーマ

を押しつけるのではなく、やる気のある県にまず手を挙げてもらい、

その県に対して協力するという形がとられています。そのため、県

独自の特色あるテーマが取り上げられるのです。また、フォーラム

では、深く掘り下げた議論がなされるにもかかわらず、一般市民も

無料で参加することができます。例えば福井県のフォーラムでは、

原発に対する攻撃をタブー視することなく、リアルな前提の下に議

論が行われています。これまでの原子力行政では考えられなかっ

たことです。

このように法律ができ、フォーラムも開催されています。しかし、

まだ有事に対応できる態勢づくりの“扉の鍵
かぎ

”が開けられただけで

す。扉の中に入り、より実効性のある有事態勢づくりを進めていく

には、訓練が欠かせません。実際に避難行動をとってみて、問題点

を洗い出し、解決方法を考えていく積み重ねが今後、求められま

す。その際、空襲を経験された方の話はとても参考になります。59

年前の経験が今、生かされるのです。

有事では、法律で主として想定されているケース、すなわち警報

が発令され、ミサイルが着弾する事態は稀
まれ

だと思います。毒ガスや

生物兵器など、首謀者が特定できないテロがほとんどでしょう。テ

ロで標的とされるのは警備が厳重な国家的施設だけではなく、レ

ストランや映画館など人々が多く集まる無防備の場所です。9・11

テロもそうでした。訓練では、警報が出されないテロのようなケー

スも想定してほしいのです。法律をより良いものにし、自分たちの

法律にしていくためにも、訓練の積み重ねがとても大事です。

訓練を積み重ねて、法律の実効性を高める
青山　繁晴
独立総合研究所社長　

兼 首席研究員


